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36 医療費給付事業（妊産婦、乳幼児、小学生、中学生）

【意見02】 

 

医療費給付申請の電子化について 

 

【現状の問題点】 

医療費給付の申請方法について、現状では電子申請は

認められていない。 

 

【解決の方向性】 

給付申請者の利便性の向上のため、医療費助成給付申

請手続の電子化を検討してもよいのではないか。 

 

 

 

 

 

現在、国では、医療費助成の受給者

が、地方公共団体の区域の内外を問わ

ず、一時的な窓口負担することなく受

診するための環境整備（現物給付化へ

の取組）を進めており、今後実施され

れば、県外の医療機関を受診した場合

でも、原則、給付申請手続きが不要と

なる見込みであります。申請者の利便

性向上のため、当市においても、この

環境整備を注視し、遺漏なく対応して

まいります。 

（医療助成年金課） 

 

 

 

 

〇措置済 

国では引き続き、医療費助成の受給

者が地方公共団体の区域の内外を問わ

ず、一時的な窓口負担することなく受

診するための環境整備（現物給付化へ

の取組）を進めています。県においては

令和９年８月からの本格実施に向け、

県内市町村が参加する県ワーキンググ

ループによる会議を開催しており、当

市においても当会議に参加して検討を

進めているところです。今後も県及び

国の動向を注視し、遺漏なく対応して

まいります。 

（医療助成年金課） 

 「監査結果」と「参考意見」は別葉に作成すること。 


